
   令和  年  月  日議決・専決      令和 ７年 ４月 １日施行

   令和 ７年 ３月３１日公布         令和  年 月 日適用

   佐用町告示第   号

   令和７年佐用町要綱第１７号

佐用町高齢者運転免許自主返納支援事業実施要綱の一部を改正する要綱

佐用町高齢者運転免許自主返納支援事業実施要綱の一部を改正する要綱をここに公布

する。

令和 ７年 ３月３１日

                   佐用町長  庵 逧 典 章



佐用町要綱第１７号

佐用町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱の一部を改正する

要綱

佐用町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱（平成23年佐用町要綱第８

号）の一部を次のように改正する。

別表中「市町村運営有償運送事業利用券（2,000円分）又は過疎地有償運送事業

利用券（3,000円分）」を「交通空白地有償運送事業利用券（コミュニティバス

2,000円分、さよさよサービス又は江川ふれあい号3,000円分）」に改める。

様式第１号中「

」を「



」に改める。

様式第２号中「



」を「



」に改める。

附 則

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。


